
 

令和４年１２月越前市農業委員会定例会議事録 

 

令和４年１２月２６日（月）１４時４２分から、市民プラザたけふ多目的ホ

ールにおいて、令和４年１２月越前市農業委員会定例会を開催し、下記事項を

付議決定した。 

 
１．付議事項 

日程第１  議案第 ６３ 号 
     農地法第４条の規定による許可申請について 
 

日程第２  議案第 ６４ 号 
     農地法第５条の規定による許可申請について 

 
   日程第３  議案第 ６５ 号 
     農用地利用集積計画（案）について 
    
２．出席委員 

 １番 野村 宗雄    ２番 石本 正則    ３番 川端 吉秋   

４番 橋詰 實雄    ５番 畠中 崇宏    ６番 中嶋 泰子   

７番 丸岡 幸生    ８番 杉本 寛重    ９番 小柳 忠敬  

１１番 見延 喜久治   １２番 奥山 紀昭  １３番 佐治 覺次 

 

３．欠席委員  

１０番 永木 良和 

 

４．参与員 

事務局長 高木 岳彦  事務局次長 鋸屋 昌幸  書記 高野 法子    

書記 清水 将彦   書記 佐飛 成幸     書記 山田 晃頌 

 

５．議事録 

開始時間 １４時４２分 《事務局長 「起立。 一同礼。」》 

 

（議長） 

ただいまから令和４年１２月越前市農業委員会定例会を開催いたします。 

 

本日の議事録署名員に、５番 畠中 崇宏委員、１２番 奥山 紀昭委員を

指名いたします。 

 

越前市農業委員会総会会議規則第１２条の規定により、発言については議案



 

に関することのみといたします。 

 

日程第１ 議案第６３号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 

 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 

（議長） 

審議願います。ご意見ございませんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

 異議なしと認め、許可に決します。 

 

 

続いて日程第２ 議案第６４号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 

（議長） 

 一括審議願います。ご意見ございませんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

 異議なしと認め、６項及び 7 項については一般社団法人福井県農業会議より

意見答申がなされた後、許可することに決します。その他の項については許可

に決します。 

 

 

続いて、日程第３ 議案第６５号「農用地利用集積計画（案）について」を議

題といたします。 
 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 



 

（議長） 

 農用地利用集積計画案の項番号１１番及び１４番について、９番 小柳 忠

敬委員が「農業委員会等に関する法律」第３１条の「議事参与の制限」に該当

いたしますので、退席願います。 

 暫時休憩いたします。 

 

★★ （暫時休憩） ★★ 

   （小柳委員退室） 

 

（議長） 

 再開いたします。 

 農用地利用集積計画案の項番号１１番及び１４番について、ご意見ございま

せんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

異議なしと認め、計画のとおり決定することに決します。 

 

★★ （暫時休憩） ★★ 

   （小柳委員入室） 

 

（議長） 

 再開いたします。農用地利用集積計画案の項番号３８番か４０番について、

１１番 見延 喜久治委員が「農業委員会等に関する法律」第３１条の「議事

参与の制限」に該当いたしますので、退席願います。 

 暫時休憩いたします。 

 

★★ （暫時休憩） ★★ 

   （見延委員退室） 

 

（議長） 

 再開いたします。 

 農用地利用集積計画案の項番号３８番から４０番について、ご意見ございま

せんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

異議なしと認め、計画のとおり決定することに決します。 



 

★★ （暫時休憩） ★★ 

   （見延委員入室） 

 

（議長） 

再開いたします。農用地利用集積計画案の項番号１１番及び１４番、３８番か

ら４０番以外について、審議願います。ご意見ございませんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

異議なしと認め、計画のとおり決定することに決します。 

 

 

 それでは、これで本日の日程を全て終了いたしましたので、本日の会議を閉

会いたします。（１４時４９分） 

 

 
越前市農業委員会総会会議規則第２０条第２項の規定により議事録を作成し、

会議の顛末を証するためここに署名する。 
 

  
 議 長                      

 
   署名員                      
 
   署名員                      


